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○医療制度改革に関する意見書（案）

○児童扶養手当減額の見直しを求める意見書（案）

○子どもの医療助成制度に対する自治体への「制裁」をやめ、 国の

制度として、子どもの医療費の無料化の実施を求める意見書（案）

○後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書（案）

○障害者自立支援法の抜本的な見直しを求める意見書（案）

○テロ特措法廃止、インド洋からの自衛隊撤退を求める意見書（案）
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後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書（案）

２００８年４月から７５歳以上のすべての高齢者と６５歳から７４歳の一定の障がいがある

高齢者が加入する後期高齢者医療制度が発足する。

保険料について厚生労働省は、当初全国平均で６２００円、年額７万４４００円と発表して

いたが、各県の広域連合の試算はこれを大きく上回っている。大阪の１人あたり高齢者医療費

は全国で３番目に高く、保険料は相当高くなると思われる。

すでに大阪の介護保険料徴収では、被保険者の２割が普通徴収で、その２割の人が保険料を

滞納しており、後期高齢者医療制度保険料でも多くの滞納者が生まれることが予想される。

後期高齢者医療制度では、１年間保険料を滞納すると資格証明書を発行、１年半滞納すると

医療給付を差し止めるという厳しいペナルティーが科せられることになっている。

さらに、医療内容は現役世代や前期高齢者とは別建ての診療報酬体系になり、病気によって

治療が制限されるなど十分な医療が受けられなくなる可能性がある。

よって政府および国会は、下記事項を早急に実施するよう強く求める。

記

１．後期高齢者の生活実態を踏まえ、支払い可能な保険料とし、所得が低く保険料を納められ

ない人のための保険料減免制度を設けること。

２．資格証明書発行や給付差し止めを行わないこと。

３．年齢によって治療内容が制限されることがないよう、これまでどおり必要な医療が受けら

れるようにすること。

４．来年４月から制度を拙速にスタートさせるのではなく、高齢者や国民、自治体の意見をよ

く聞き、国庫負担の割合を拡大するなど制度の抜本見直しを行うこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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